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新たな患者推計
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〇６月15日の専門家会議で示された新たな流行シナリオに基づく、推計モデルを活用し、各都道府県の人
口分布や人口動態をふまえて、都道府県ごとの患者推計を行う。

〇都道府県は、都道府県ごとの実情を次の①～③の事項から、 都道府県の実情に近いパターンを選択した
上で、患者推計を行うこと。
①推計モデル:「生産年齢人口群中心モデル」又は「高齢者群中心モデル」
②社会への協力要請前の実効再生産数:1.7 又は 2.0
③社会への協力要請を行うタイミング:基準日から１日～７日後

※ 基準日人口10万人当たりの週平均新規感染者数（報告数）が 2.5 人となった日から１日～７日後

◇社会への協力要請前の実効再生産数は1.7を基本とするこ
と。ただし、住民の感染症対策への備えが今よりも緩むな
どにより、想定以上に拡大するなどの恐れがある場合は2.0
を選択しうる 。

◇社会への協力要請の推計上のタイミングの検討に当たって
は、 基準日から３日目を基本とすること。なお、人口規模
の大きな都道府県においては、推計上の要請日は基準日か
ら１～２日とすることも考えられるが、人口規模の小さな
都道府県等においては、感染拡大の兆候を判断しづらく、
結果として要請の判断の遅れが生じやすいため、推計上の
要請日は基準日から３～４日後を基本 とすること。

《新たな患者推計において基本とする考え方》

今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について（令和2年6月19日（7月21日一部改正） 厚生労働省事務連絡）
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病床・宿泊療養施設確保状況について
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〇本県の患者推計にあたっては、①推計モデルは「高齢者群中心モデル」、②実効再生産数は1.7、③協力要
請のタイミングは基準日から１日後とする。

〇感染段階のフェーズ数については、これまでの病床確保の取組から３フェーズとする。
〇病床確保状況については、フェーズ１は167床、フェーズ２は209床、フェーズ３は358床を確保。

〇推計に係る各要素の選択状況

417

日数 全療養者数 内入院者数 内重症者数 1日最大患者数（日数）

51日 417人 274人 40人 32人（42日）

《ピークの状況》

①推計モデル
国から示された「高齢者群中心モデル」は北

海道のデータをベースとしたものであり、本県
と状況は異なるものの、地方都市のデータを基
にしたモデルは提示されていないため、「高齢
者群中心モデル」を選択します。

②実行再生産数
実行再生産数については、３月の東京のデー

タに基づく1.7を基本とすることとされているた
め、1.7を選択します。

③協力要請のタイミング
基準日※から要請までのタイミングについて

は、地方では３日を基本とされているものの、
本県においては、基準日までに協力要請を行う
こととなります。しかし、推計においては、基
準日以降の日数を選択することが必要となるた
め、１日後を選択します。
※人口10 万人当たりの週平均新規感染者数（報告数）が2.5人

となった日（三重県の場合、週当たり45人の新規感染患者）
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重点医療機関・協力医療機関の指定について
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〇重点医療機関については、病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者の受入病床を確保し、
地域において重点的に患者の受入を行うことのできる医療機関をフェーズごとに指定する。

〇協力医療機関については、新型コロナウイルス感染症疑い患者の専用病床を設け、救急対応等において円
滑に患者を受け入れることのできる医療機関をフェーズごとに指定する。

〇指定要件

①重点医療機関
・病棟単位※で新型コロナウイルス感染症患者又

は疑い患者用の病床を確保
・確保している全ての病床で、酸素投与及び呼吸
モニタリングが可能

・新型コロナ感染症患者又は疑い患者を重点的に
受け入れる医療機関である
※診療報酬上の看護体制の１単位をもって病棟として取り扱う

フェーズ 小康期 感染拡大期 まん延期

医療機関数 10 14 18

《重点医療機関の指定予定数》

②協力医療機関
・新型コロナウイルス感染症疑い患者専用の受入

病床を確保
・確保している全ての病床で、酸素投与及び呼吸
モニタリングが可能

・受入病床は個室である
・新型コロナウイルス感染症患者等が使用するト

イレやシャワーへの動線は、他の患者と独立

フェーズ 小康期 感染拡大期 まん延期

医療機関数 3 3 2

《協力医療機関の指定予定数》

※入院受入医療機関については、「重点医療機関」と「その他の
受入医療機関」の区分があり、「その他の受入医療機関」とし
て入院患者の受入を行う医療機関が複数あります。


